
1

は
じ
め
に
～
自
治
体
文
化
政

策
の
歴
史
に
お
け
る
２
度
の

転
機

　

全
国
の
自
治
体
文
化
政
策
に
お

い
て
大
き
な
転
機
が
こ
れ
ま
で
に

２
度
あ
っ
た
。
第
１
の
転
機
は
１

９
７
０
年
代
後
半
か
ら
１
９
８
０

年
代
に
か
け
て
文
化
行
政
が
全
国

に
急
速
に
浸
透
し
た
こ
ろ
（
注

１
）
で
あ
り
、
第
２
の
転
機
は
２

０
０
０
年
代
に
入
っ
て
現
在
に
至

る
創
造
都
市
論
の
導
入
の
時
期

（
注
２
）
で
あ
る
。

　

地
方
公
共
団
体
の
定
義
に
つ
い

て
は
、
１
９
６
３
年（
昭
和
38
年
）

の
最
高
裁
判
例
で
「
単
に
法
律
で

地
方
公
共
団
体
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

足
ら
ず
、
事
実
上
住
民
が
経
済
的

文
化
的
に
密
接
な
共
同
生
活
を
営

み
、
共
同
体
意
識
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
社
会
的
基
盤
が
存
在
し
、

沿
革
的
に
み
て
も
、
ま
た
現
実
の

行
政
の
上
に
お
い
て
も
、
相
当
程

度
の
自
主
立
法
権
、
自
主
行
政

権
、
自
主
財
政
権
等
地
方
自
治
の

基
本
的
権
能
を
附
与
さ
れ
た
地
域

団
体
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
さ

れ
た
（
注
３
）
が
、
こ
れ
は
「
地

方
」
を
治
め
る
行
政
組
織
と
し
て

の
地
方
公
共
団
体
の
定
義
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
「
自
治
体
」
の

定
義
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

自
治
体
が
文
化
政
策
を
推
進
す

る
根
拠
を
こ
の
定
義
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。「
文
化
的
に
密
接

な
共
同
生
活
」
を
実
現
す
る
の
が

自
治
体
の
文
化
政
策
の
目
的
で
あ

る
。
文
化
な
く
し
て
は
、
自
治
も

「
市
民
」（
注
４
）も
存
在
し
な
い
。

　

本
稿
で
は
自
治
体
文
化
政
策
の

２
つ
の
転
機
の
経
過
を
見
て
い
く

と
と
も
に
、
文
化
政
策
は
自
治
の

基
盤
で
あ
る
と
い
う
自
治
体
文
化

政
策
の
基
本
理
念
が
、
こ
の
間
実

質
的
に
貫
か
れ
て
き
た
こ
と
を
示

す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。　

2

第
１
の
転
機
～
文
化
行
政
の

広
が
り
と
「
行
政
の
文
化

化
」（
１
９
７
０
年
代
後
半
～

１
９
８
０
年
代
前
半
）

⑴
第
１
の
転
機
の
背
景

　

地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
て
以

来
、
自
治
体
職
員
間
で
、
文
化
行

政
に
つ
い
て
最
も
議
論
が
交
わ
さ

れ
た
時
期
は
、
１
９
７
０
年
代
後

半
か
ら
１
９
８
０
年
代
前
半
で
あ

ろ
う
（
注
５
）。
当
時
多
く
の
自

治
体
に
と
っ
て
メ
イ
ン
の
政
策

は
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
公
害
対
策
、

福
祉
行
政
で
あ
っ
た
。
経
済
成
長

期
を
経
て
一
定
の
生
活
水
準
が
達

成
さ
れ
る
一
方
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
崩
壊
等
が
進
み
、
自
治
に

対
す
る
危
機
意
識
の
高
ま
り
か
ら

「
地
方
の
時
代
」
が
叫
ば
れ
、
精

神
的
豊
か
さ
が
志
向
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
大
阪

府
、
埼
玉
県
、
神
奈
川
県
等
が
嚆

矢
と
な
っ
て
、
自
治
体
の
政
策
と

し
て
は
そ
れ
ま
で
マ
イ
ナ
ー
な
分

野
だ
っ
た
文
化
へ
の
取
組
が
強
化

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が

第
１
の
転
機
で
あ
る
。
そ
の
際
、

多
く
の
自
治
体
で
、
教
育
委
員
会

か
ら
首
長
部
局
へ
と
文
化
行
政
の

主
管
部
署
を
移
管
さ
せ
た
。
横
浜

市
に
お
い
て
も
１
９
８
２
年
（
昭

和
57
年
）
に
、
市
民
局
に
市
民
文

化
室
が
設
置
さ
れ
た
。

⑵
文
化
行
政

　

文
化
行
政
の
理
論
形
成
に
先
導

的
役
割
を
果
た
し
た
森
啓
氏
は
、

文
化
行
政
を
「
住
み
つ
づ
け
て
い

た
い
と
思
い
、
住
ん
で
い
る
こ
と

が
誇
り
に
思
え
る
ま
ち
を
つ
く
る

市
民
と
行
政
の
協
働
の
営
為
」（
注

６
）と
定
義
づ
け
た
。
当
時
は「
文

化
政
策
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
時

中
の
文
化
統
制
を
連
想
さ
せ
る
と

い
う
理
由
か
ら
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
。

　

文
化
行
政
に
お
い
て
は
、
自
治

体
に
お
け
る
文
化
の
振
興
が
目
的

と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
狭
い
意

味
で
の
文
化
と
い
う
分
野
に
と
ど

ま
ら
ず
、
す
べ
て
の
行
政
施
策
を

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

考
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
。
当
時
の
代

表
的
な
施
策
が
、
庁
舎
や
学
校
等

の
施
設
整
備
に
あ
た
り
そ
の
整
備

費
の
１
％
を
文
化
的
な
要
素
を
付

加
す
る
た
め
に
使
う
こ
と
を
義
務

付
け
る
「
文
化
の
１
％
シ
ス
テ

ム
」
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
基
本
的
な
理
念
は
、「
文

化
の
共
有
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基

文
化
振
興
課
主
任
調
査
員
研
究
レ
ポ
ー
ト

文
化
政
策
は
自
治
の
基
盤

～
自
治
体
文
化
政
策
の
歴
史
に
お
け
る
２
度
の
転
機
と
基
本
理
念
～

（
注
１
）　

調
査
季
報
第
53
号
（
１
９
７
７
年

３
月
発
行
）
特
集
「
横
浜
の
文
化
と
行
政
」

が
発
行
さ
れ
た
頃
の
こ
と
。

（
注
２
）　

調
査
季
報
第
１
６
３
号
（
２
０
０
８

年
９
月
発
行
）
特
集
「
創
造
都
市
横
浜
」
が

発
行
さ
れ
て
い
る
。

（
注
３
）　

昭
和
38
年
３
月
27
日
最
高
裁
判

所
大
法
廷
判
決

（
注
４
）　

市
民
：
本
稿
で
は
森
啓
の
定
義
に
な

ら
い
、
市
民
と
住
民
を
概
念
上
分
け
て
考
え
て

い
る
。「
住
民
」
と
は
行
政
施
策
の
客
体
・
対

象
で
あ
る
人
々
で
あ
る
。「
市
民
」
と
は
公
共

性
の
感
覚
を
体
得
し
全
体
利
益
を
も
考
え
て
行

動
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
。
当
然
な
が
ら
こ
の
２

つ
の
概
念
は一人
の
自
然
人
の
中
で
は
混
在
し
て
い

る
。
森
啓
「
文
化
の
見
え
る
ま
ち　

自
治
体
の

文
化
戦
略
」
公
人
の
友
社
２
０
０
９
年
Ｐ
１
２

７
～
１
３
０

（
注
５
）　

当
時
全
国
的
に
自
治
体
文
化
行
政
は

「
ブ
ー
ム
」
と
な
っ
た
。
野
田
邦
弘
「
文
化
政
策

の
展
開　

ア
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
創
造
都
市
」

学
芸
出
版
社
２
０
１
４
年
Ｐ
21

（
注
６
）　

森
啓
前
掲
著
２
０
０
９
年
Ｐ
４

執
筆鬼

木　

和
浩

文
化
観
光
局
文
化
振
興
課
主
任
調
査
員
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盤
で
あ
り
、
自
治
の
確
立
が
個
性

的
な
地
域
文
化
を
育
て
る
。
自
治

と
文
化
と
は
相
互
補
完
の
関
係
に

あ
る
。」（
注
７
）と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
文
化
は
市
民
が
主
体
的
に
形

成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
の

役
割
は
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
（
注

８
）
の
確
立
に
あ
る
と
さ
れ
、
市

民
の
文
化
を
育
む
た
め
に
「
市
民

の
ヒ
ロ
バ
と
し
て
の
市
民
施
設
を

地
域
に
適
正
配
置
す
る
」
必
要
が

あ
る
と
説
か
れ
た
（
注
９
）。

　

横
浜
市
に
お
い
て
は
、
１
９
８

３
年
（
昭
和
58
年
）
に
、
横
浜
市

民
文
化
振
興
協
議
会
か
ら
「
豊
か

な
市
民
文
化
の
創
造
を
求
め
て
」

と
い
う
提
言
書
が
提
出
さ
れ
、
そ

の
中
で
、
市
民
と
行
政
が
協
力
す

る
こ
と
や
、
地
域
に
根
差
し
た
区

民
文
化
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
つ
い

て
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

⑶
行
政
の
文
化
化

　

当
時
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
使
わ
れ

た
の
が
「
行
政
の
文
化
化
」
で
あ

る
。「
行
政
の
文
化
化
」と
は
、「
官

僚
的
、
権
力
的
、
受
動
的
、
固
定

的
、
形
式
的
、
個
別
的
と
い
わ
れ

る
行
政
体
質
を
変
え
、
市
民
に
共

感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な

行
政
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
行
政
全
体
を
文
化
的

な
も
の
に
し
て
い
く
行
政
の
自
己

革
新
」（
注
10
）
と
定
義
さ
れ
た
。

市
民
と
協
働
し
て
文
化
を
形
成
し

て
い
く
以
上
、
行
政
自
身
も
文
化

的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
森
啓
氏
は

「
行
政
の
文
化
化
」
の
視
点
と
し

て
、「
市
民
自
治
の
視
点
」「
総
合

性
」「
人
間
な
ら
で
は
の
感
性
」

の
３
つ
を
指
摘
し
、
自
治
体
職
員

自
身
が
文
化
化
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
た
（
注
11
）。

⑷
文
化
行
政
の
議
論
の
衰
退

　

し
か
し
文
化
行
政
と
「
行
政
の

文
化
化
」
の
議
論
は
、
１
９
８
０

年
代
に
入
る
と
全
国
的
に
次
第
に

衰
退
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、「
行

政
の
文
化
化
」
が
、
行
政
文
化
そ

の
も
の
の
刷
新
と
い
う
目
的
か

ら
、
言
葉
づ
か
い
や
サ
イ
ン
等
の

デ
ザ
イ
ン
の
改
善
と
い
っ
た
テ
ク

ニ
カ
ル
な
部
分
に
収
斂
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
（
注
12
）、
ま
た
、

多
く
の
自
治
体
が
美
術
館
や
大
規

模
ホ
ー
ル
等
文
化
施
設
の
建
設
に

邁
進
し
た
こ
と
に
よ
り
、
文
化
行

政
の
理
念
で
は
本
来
否
定
さ
れ
て

い
た
、
縦
割
り
の
「
文
化
」
行
政

へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

主
な
原
因
で
あ
る
。

　

１
９
９
０
年
代
以
降
の
文
化
行

政
は
、
文
化
芸
術
振
興
が
主
た
る

目
的
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
身

近
に
文
化
芸
術
に
触
れ
る
機
会
の

提
供
を
増
加
さ
せ
、
都
市
ブ
ラ
ン

ド
の
確
立
等
に
貢
献
し
た
が
、「
文

化
行
政
」「
行
政
の
文
化
化
」
が

目
指
し
た
市
民
自
治
の
方
向
性
は

薄
れ
て
い
っ
た
。

3

第
２
の
転
機
～
創
造
都
市
論

の
導
入
と
新
し
い
文
化
政
策

の
展
開
（
２
０
０
０
年
代
）

⑴
第
２
の
転
機
の
背
景

　

そ
の
後
20
年
程
の
間
、
文
化
政

策
は
文
化
芸
術
振
興
の
た
め
の
行

政
施
策
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。

２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て
各
自
治

体
を
め
ぐ
る
環
境
は
厳
し
さ
を
増

し
、
経
済
不
況
、
都
市
の
空
洞
化

が
進
行
す
る
中
、
人
口
減
少
、
格

差
拡
大
と
い
っ
た
数
々
の
課
題
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
自
治

体
の
政
策
の
大
き
な
転
換
が
迫
ら

れ
る
中
で
、
文
化
の
持
つ
多
様
な

可
能
性
が
注
目
を
集
め
、「
都
市

の
世
紀
」（
注
13
）
の
始
ま
り
と

と
も
に
、
第
２
の
転
機
を
牽
引
す

る
「
創
造
都
市
論
」
が
勃
興
し
て

き
た
。

　

こ
の
第
２
の
転
機
に
お
い
て

も
、
第
１
の
転
機
と
同
様
に
、
市

民
の
力
の
発
揮
や
自
治
へ
の
志
向

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
創
造
都
市
論

　

か
つ
て
の
主
要
産
業
の
衰
退
や

成
長
の
限
界
に
直
面
し
た
欧
州
の

都
市
で
の
成
功
を
き
っ
か
け
に
、

創
造
都
市
論
が
世
界
的
に
注
目
さ

れ
、
国
内
で
も
横
浜
市
を
は
じ
め

多
く
の
都
市
が
創
造
都
市
政
策
に

着
手
し
た
。
創
造
性
を
活
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
文
化
政
策
は
刷
新
さ
れ
、
教

育
、
福
祉
、
環
境
等
様
々
な
分
野

と
の
結
び
つ
き
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
た
。
行
政
の
文
化
化
が
興

隆
し
た
頃
に
目
指
さ
れ
て
い
た
文

化
政
策
の
総
合
性
が
回
復
さ
れ
た

と
言
っ
て
も
良
い
。

　

佐
々
木
雅
幸
氏
は
創
造
都
市
を

「
市
民
の
創
造
活
動
の
自
由
な
発

揮
に
基
づ
い
て
、（
中
略
）グ
ロ
ー

バ
ル
な
環
境
問
題
や
、
あ
る
い
は

ロ
ー
カ
ル
な
地
域
社
会
の
課
題
に

対
し
て
、
創
造
的
問
題
解
決
を
行

え
る
よ
う
な
『
創
造
の
場
』
に
富

ん
だ
都
市
」（
注
14
）
と
定
義
し

た
。
現
在
、創
造
都
市
の
取
組
は
、

創
造
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
日
本

（
Ｃ
Ｃ
Ｎ
Ｊ
）
加
盟
都
市
が
増
え

る
等
全
国
に
広
が
り
を
見
せ
て
い

る
（
注
15
）。
第
１
の
転
機
の
こ

ろ
は
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の
取
組

が
メ
イ
ン
で
あ
っ
た
が
、
第
２
の

転
機
で
あ
る
創
造
都
市
の
取
組
に

お
い
て
は
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る

市
町
村
レ
ベ
ル
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
創
造
都

市
政
策
は
、
地
域
資
源
を
活
か
し

た
施
策
展
開
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
比
較
的
狭
い
エ
リ
ア
を
対
象

と
す
る
こ
と
か
ら
、
基
礎
自
治
体

で
こ
そ
真
価
を
発
揮
す
る
政
策
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

横
浜
市
で
は
２
０
０
４
年
の
文

化
芸
術
・
観
光
振
興
に
よ
る
都
心

部
活
性
化
検
討
委
員
会
か
ら
の
提

言
（
注
16
）
を
き
っ
か
け
に
、
文

化
芸
術
都
市
創
造
事
業
本
部
が
つ

（
注
７
）　
「
第
１
回
全
国
文
化
行
政
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
」（
１
９
７
９
年
）
で
掲
げ
ら
れ
た
テ
ー

ゼ
よ
り

（
注
８
）　

松
下
圭
一「
自
治
の
可
能
性
と
文
化
」

松
下
圭
一・
森
啓
編
著
『
文
化
行
政　

行
政
の

自
己
革
新
』
学
陽
書
房
１
９
８
１
年
Ｐ
13

（
注
９
）　

松
下
圭
一
前
掲
書
１
９
８
１
年
Ｐ

16（
注
10
）　
「
物
語　

自
治
体
文
化
行
政
史　

神
奈
川
か
ら
キ
ッ
ク
・
オ
フ
、
10
年
の
歩
み
」
新

曜
社
１
９
８
８
年
Ｐ
68

（
注
11
）　

森
啓
前
掲
書
１
９
９
８
年
Ｐ
23

（
注
12
）　

野
田
邦
弘
前
掲
書
２
０
１
４
年
Ｐ
31

（
注
13
）　

佐
々
木
雅
幸「
創
造
都
市
への
挑
戦
」

岩
波
書
店
２
０
０
１
年
Ｐ
１

（
注
14
）　

佐
々
木
雅
幸
前
掲
書
２
０
０
１
年
Ｐ

40（
注
15
）　

２
０
１
５
年
11
月
17
日
現
在
、
創
造

都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｃ
Ｃ
Ｎ
Ｊ
）
参
加
自
治
体

は
63
に
の
ぼ
る
。

（
注
16
）　

文
化
芸
術
・
観
光
振
興
に
よ
る
都
心

部
活
性
化
検
討
委
員
会
提
言
「
文
化
芸
術
創

造
都
市　

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
シ
テ
ィ
・
ヨ
コ
ハマ
の

形
成
に
向
け
た
提
言
」
２
０
０
４
年
１
月



く
ら
れ
、
創
造
都
市
政
策
を
推
進

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
提
言
に
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ク
リ
エ
ー
タ
ー

が
住
み
た
く
な
る
創
造
環
境
の
実

現
や
市
民
が
主
導
す
る
文
化
芸
術

創
造
都
市
づ
く
り
が
盛
り
込
ま
れ

た
点
は
、
第
１
の
転
機
の
頃
の
市

民
自
治
を
目
指
す
考
え
に
近
い
と

い
え
る
部
分
で
あ
る
。

⑶
文
化
的
コ
モ
ン
ズ

　

東
日
本
大
震
災
後
、
被
災
地

で
、
伝
統
芸
能
の
復
興
が
地
域
の

共
同
体
を
回
復
す
る
た
め
に
大
き

な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
伝

統
芸
能
の
よ
う
な
地
域
の
文
化

は
、
様
々
な
立
場
の
地
域
の
人
々

を
ゆ
る
や
か
に
つ
な
げ
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
形
成
に
寄
与
す
る
が
、

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」（
注
17
）
と

呼
ぶ
。
総
務
省
の
外
郭
団
体
で
あ

る
地
域
創
造
が
平
成
25
年
度
に

行
っ
た
調
査
の
報
告
書
（
注
18
）

で
は
、
今
後
の
文
化
施
設
は
こ
の

「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
の
形
成
に

貢
献
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が

さ
れ
た
。

　

森
啓
氏
は
、
市
民
文
化
を
開
花

さ
せ
る
こ
と
で
、「『
行
政
の
財

産
』と
し
て
の
文
化
ホ
ー
ル
を『
市

民
文
化
の
拠
点
』
に
つ
く
り
変
え

て
い
く
市
民
自
治
の
営
み
が
地
域

に
市
民
文
化
を
つ
く
る
の
で
あ
ろ

う
。」
と
書
い
た
（
注
19
）。「
文

化
的
コ
モ
ン
ズ
」
は
、
氏
が
指
摘

し
た
文
化
ホ
ー
ル
の
あ
り
方
と
非

常
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て

い
る
。
い
わ
ば
「
文
化
的
コ
モ
ン

ズ
」
は
、
市
民
自
治
の
土
台
と
し

て
、
文
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

地
域
の
公
共
圏
で
あ
る
と
言
い
換

え
て
も
良
い
。

　

横
浜
市
で
は
、
第
３
期
（
平
成

27
年
度
以
降
）
を
迎
え
た
公
立
文

化
施
設
の
指
定
管
理
者
選
定
に
際

し
て
、
指
定
管
理
者
が
指
定
期
間

中
に
行
う
必
要
が
あ
る
業
務
を
示

し
た
「
業
務
の
基
準
」
に
「
文
化

的
コ
モ
ン
ズ
」
の
理
念
を
盛
り
込

ん
だ
（
注
20
）。

⑷
文
化
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

　

近
年
、
障
害
者
ア
ー
ト
等
、
文

化
活
動
に
よ
っ
て
高
齢
者
や
障
害

者
等
に
社
会
参
加
の
機
会
を
切
り

拓
く
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
（
注
21
）
の
活
動
が
注
目

さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
境
遇
に
あ

る
人
が
文
化
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
で
、
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自

信
や
表
現
す
る
喜
び
を
取
り
戻
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
横
浜
市
内

に
お
い
て
も
、
文
化
施
設
や
ア
ー

ト
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
が
様
々
な
ソ
ー
シ
ャ

ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
活
動
を

展
開
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
考
え

方
が
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
と
同

様
、文
化
施
設
指
定
管
理
者
の「
業

務
の
基
準
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

⑸
担
い
手
の
多
様
化
～
新
し
い
公

共
　

２
０
０
６
年
か
ら
本
格
実
施
さ

れ
た
指
定
管
理
者
制
度
は
、
公
立

文
化
施
設
の
運
営
に
民
間
企
業
の

参
入
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
文
化

事
業
の
多
く
が
、
自
治
体
の
外
郭

団
体
で
あ
る
財
団
だ
け
で
は
な

く
、
ア
ー
ト
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
文
化
団
体

に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
自
治
体
に
は
、
地
域
に

お
け
る
多
様
な
主
体
が
力
を
発
揮

す
る
こ
と
を
支
援
す
る
施
策
や

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　

森
啓
氏
は
自
治
体
が
文
化
行
政

に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

「『
古
き
共
同
体
』
に
戻
る
の
で
は

な
く
て
、『
現
代
的
な
公
共
社
会
』

を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
す
」（
注

22
）
と
述
べ
て
い
る
。
地
域
に
お

い
て
市
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
様
々
な
担

い
手
に
よ
る
「
新
し
い
公
共
」
が

形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
市
民

に
よ
る
自
治
が
よ
り
豊
か
に
展
開

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と

考
え
ら
れ
る
。

⑹
劇
場
法
が
期
待
す
る
文
化
施
設

像
　

一
方
で
、
２
０
１
２
年
に
制
定

さ
れ
た
「
劇
場
・
音
楽
堂
等
の
活

性
化
に
関
す
る
法
律
」（
注
23
）（
通

称「
劇
場
法
」）の
前
文
で
は
、「
現

代
社
会
に
お
い
て
は
、
劇
場
、
音

楽
堂
等
は
、
人
々
の
共
感
と
参
加

を
得
る
こ
と
に
よ
り
『
新
し
い
広

場
』と
し
て
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
創
造
と
再
生
を
通
じ
て
、
地
域

の
発
展
を
支
え
る
機
能
も
期
待
さ

れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

自
治
体
が
設
置
し
て
き
た
文
化
施

設
が
、
行
き
過
ぎ
た
コ
ス
ト
削
減

や
理
念
な
き
運
営
に
よ
っ
て
本
来

の
設
置
趣
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
る

例
が
全
国
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
受

け
て
、
文
化
施
設
が
果
た
す
べ
き

役
割
を
改
め
て
示
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

森
啓
氏
は
第
１
の
転
機
の
こ

ろ
、
文
化
ホ
ー
ル
が
行
う
べ
き
自

主
事
業
と
し
て
「
文
化
活
動
を
活

発
に
す
る
事
業
」「
地
域
に
文
化

活
動
の
種
を
蒔
き
育
て
る
『
養

成
』
と
『
支
援
』
の
事
業
」「
地

域
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
化
活
動
を

つ
く
る
事
業
」「
一
流
の
芸
術
・

芸
能
を
鑑
賞
す
る
事
業
」「『
文
化

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
』
を
養
成
す
る

事
業
」の
５
つ
を
掲
げ
た（
注
24
）。

　

劇
場
法
に
よ
り
示
さ
れ
た
役
割

に
応
え
る
べ
く
、
文
化
施
設
が
、

か
つ
て
森
啓
氏
が
掲
げ
た
こ
れ
ら

の
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
文
化
の

担
い
手
で
あ
る
市
民
が
育
ち
、
市

民
が
劇
場
に
集
う
こ
と
が
促
さ
れ

る
。
こ
れ
が
実
現
し
た
時
、
劇
場

は
「
新
し
い
広
場
」
と
な
り
、
市

民
自
治
を
推
進
す
る
た
め
の
拠
点

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
注
17
）　

コ
モ
ン
ズ
と
は
「
共
同
で
管
理
す
る

入
会
地
」
の
こ
と
。「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
と
は
、

文
化
に
よ
っ
て
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
っ
た
コ
ミ
ュニ

テ
ィ
を
指
す
。

（
注
18
）　
「
災
後
に
お
け
る
地
域
の
公
立
文
化

施
設
の
役
割
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
―
文

化
的
コ
モ
ン
ズ
の
形
成
に
向
け
て
―
」
財
団
法
人

地
域
創
造
２
０
１
４
年
参
照

（
注
19
）　

森
啓
編
著
「
文
化
ホ
ー
ル
が
ま
ち
を

つ
く
る
」
学
陽
書
房
１
９
９
１
年
Ｐ
30

（
注
20
）　

例
え
ば
大
倉
山
記
念
館
、
長
浜
ホ
ー

ル
等
の
第
３
期
指
定
管
理
者
業
務
の
基
準
参
照

（
注
21
）　

貧
困
や
社
会
的
排
除
の
状
態
に
あ

る
人
々
が
、
経
済
、
社
会
及
び
文
化
的
な
生
活

に
参
加
す
る
こ
と

（
注
22
）　

森
啓
「
行
政
の
文
化
化　

分
権
時

代
の
政
策
水
準
」
公
人
の
友
社
１
９
９
８
年
Ｐ

48（
注
23
）　

劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
法

律
第
四
十
九
号
）

（
注
24
）　

森
啓
前
掲
書
２
０
０
９
年
Ｐ
32
～
35

83■ 文化振興課主任調査員研究レポート
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２
つ
の
転
機
に
共
通
す
る
自

治
体
文
化
政
策
の
基
本
理
念

２
つ
の
転
機
に
共
通
す
る
特
徴
か

ら
は
、
自
治
体
文
化
政
策
の
根
底

に
流
れ
る
基
本
理
念
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。

⑴
国
で
は
な
く
自
治
体
主
導

　

２
つ
の
転
機
は
、
い
ず
れ
も
、

地
域
の
切
実
な
問
題
意
識
に
基
づ

く
自
治
体
側
か
ら
の
自
主
的
な
動

き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
２

０
０
３
年
に
文
化
芸
術
振
興
基
本

法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
文
化
政
策

に
関
す
る
基
本
法
は
存
在
せ
ず
、

法
制
度
や
国
が
定
め

た
基
本
方
針
は
、
直

接
に
は
自
治
体
の
文

化
政
策
の
転
機
を
促

し
て
い
な
い
。

　

２
つ
の
転
機
に
お

い
て
は
、
文
化
行
政

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

連
絡
会
議
等
、
全
国

の
自
治
体
相
互
の
連

携
が
強
ま
っ
た
。
自

治
体
共
通
の
課
題
意

識
を
共
有
し
、
交
流

し
な
が
ら
、
国
主
導

で
は
な
い
連
携
づ
く

り
が
さ
れ
た
。

⑵
政
策
の
総
合
性

　

２
つ
の
転
機
の
方

向
性
は
、
い
ず
れ
も

自
治
体
の
あ
り
方
そ

の
も
の
へ
の
問
い
か

け
を
含
む
も
の
で
あ

る
。
第
１
の
転
機
に

お
い
て
は
、
文
化
部

門
に
限
ら
ず
、
そ
れ

ま
で
の
硬
直
化
し
た

行
政
全
体
の
在
り
方

が
問
わ
れ
る
行
政
の
自
己
改
革
の

運
動
で
あ
っ
た
し
、
創
造
都
市
論

に
代
表
さ
れ
る
第
２
の
転
機
で

は
、
都
市
自
体
の
自
己
再
生
力
を

引
き
出
す
た
め
、
政
策
の
総
合
性

を
目
指
し
て
い
る
。
文
化
的
コ
モ

ン
ズ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
の
取
組
は
、
新
た
な
関
係

性
の
構
築
に
よ
っ
て
自
治
の
再
生

を
目
指
す
取
組
で
あ
る
。

　

自
治
体
は
そ
の
危
機
に
お
い

て
、
政
策
に
文
化
の
力
を
全
面
的

に
導
入
す
る
こ
と
で
、
政
策
の
総

合
性
を
志
向
し
、
自
治
の
再
生
へ

の
活
路
を
見
出
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

⑶
市
民
の
力
へ
の
信
頼

　

自
治
体
の
文
化
は
市
民
が
担
う

も
の
で
あ
る
。
第
１
の
転
機
に
お

い
て
は
、
被
治
者
、
受
益
者
と
し

て
の
「
住
民
」
か
ら
、
市
民
自
治

の
主
体
で
あ
る
「
市
民
」
に
な
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た（
注
25
）。

第
２
の
転
機
に
お
い
て
は
、
市
民

の
創
造
性
が
都
市
を
再
生
さ
せ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
両
転
機
に

共
通
す
る
の
は
市
民
の
力
へ
の
信

頼
で
あ
る
。

5

今
も
残
る
課
題
～
文
化
ア
セ

ス
メ
ン
ト

　

両
転
機
に
共
通
し
、
今
も
残
る

課
題
と
し
て
、
文
化
ア
セ
ス
メ
ン

ト（
注
26
）を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
は
「
評
価
」
や

「
査
定
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、

こ
こ
で
は
、
地
域
の
文
化
及
び
文

化
政
策
に
関
す
る
調
査
と
そ
れ
に

対
す
る
評
価
を
指
す
。
松
下
圭
一

氏
は
文
化
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
必
要

性
に
つ
い
て
、「
い
わ
ゆ
る
文
化

的
な
潜
在
財
産
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
か
を
出
し
て
、
文
化

行
政
の
政
策
情
報
の
整
理
・
公
開

を
や
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
、
市
民

間
の
討
論
、
職
員
を
交
え
た
討
論

の
材
料
と
な
る
。
こ
の
情
報
が
整

理
・
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
地
域
文

化
の
潜
在
力
が
わ
か
ら
な
い
。
そ

の
結
果
月
並
み
の
思
い
つ
き
に
な

る
。」（
注
27
）
と
述
べ
て
い
る
。

政
策
や
事
業
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
を
回
す
際
、
現
状
認
識
と
過
去

の
経
験
の
蓄
積
の
ベ
ー
ス
が
な
け

れ
ば
、
ら
せ
ん
状
に
質
的
向
上
を

図
る
こ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
文

化
施
設
や
文
化
財
、
人
材
や
歴
史

な
ど
の
自
治
体
文
化
資
本
（
注

28
）、
文
化
政
策
に
お
け
る
各
種

提
言
や
記
録
な
ど
の
ア
ー
カ
イ
ブ

を
「
文
化
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
し

て
調
査
、
整
理
し
、
公
開
し
て
い

く
こ
と
は
、
文
化
に
よ
っ
て
そ
の

存
立
基
盤
を
維
持
す
る
自
治
体
に

と
っ
て
、必
要
不
可
欠
な
ソ
フ
ト
・

イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
技
術
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

表　２つの転機の比較

第１の転機 第２の転機

時期 1970年代後半～1980年代前半 2000年代

時代背景 地域コミュニティの崩壊による自治に対
する危機意識の高まり

経済状況の悪化に伴い、空洞化等都市の
様々な課題が表面化

主要な施策 文化の１％システム 創造都市
指定管理者制度

スローガン 行政の文化化 新しい公共

取組主体 都道府県中心 市町村中心

横浜市の動き 市長部局に「市民局市民文化室」を設置
（1982年）
横浜市民文化振興協議会提言「豊かな市
民文化の創造を求めて」（1983年）

BankART1929運営開始（2004年）
文化芸術都市創造事業本部を設置（2004年）
文化施設指定管理者に民間企業が参入

（2006年）

6

お
わ
り
に
～
自
治
の
基
盤
の

文
化
政
策
の
確
立

　

自
治
体
に
お
け
る
文
化
政
策

は
、
地
域
経
営
理
念
の
志
と
水
準

を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
（
注
29
）。
２
つ
の
転
機

を
通
じ
て
自
治
体
は
、
文
化
政
策

に
よ
る
市
民
自
治
の
確
立
と
い
う

基
本
理
念
を
堅
持
し
て
き
た
。
文

化
に
よ
っ
て
生
じ
る
市
民
の
新
た

な
関
係
性
や
創
造
性
の
発
揮
が
、

自
治
の
主
体
た
る
市
民
の
本
質
を

つ
く
り
、「
自
治
体
」
の
持
続
性

を
保
証
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
現
代

の
文
化
政
策
が
目
指
し
て
い
る
姿

で
あ
る
。
文
化
政
策
は
、
時
代
に

応
じ
て
変
化
し
つ
つ
、
文
化
の
存

在
意
義
を
高
め
な
が
ら
、
市
民
自

治
の
基
盤
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。

（
注
25
）　

森
啓
前
掲
書
１
９
９
８
年
Ｐ
19

（
注
26
）　

川
崎
市
が
現
在
行
っ
て
い
る
「
文
化

ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
は
個
別
事
業
の
評
価
で
あ
り
、

本
稿
で
の
文
化
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
は
異
な
る
。

（
注
27
）　

地
方
自
治
職
員
研
修
「
文
化
行
政

読
本
」
公
務
員
研
修
協
会
１
９
７
９
年
Ｐ
２
３

０（
注
28
）　

拙
稿
「
自
治
体
文
化
資
本
論
の
た

め
の
ス
ケ
ッ
チ
」
調
査
季
報
第
１
７
５
号
２
０
１

４
年
参
照

（
注
29
）　

中
川
幾
郎
「
分
権
時
代
の
自
治
体

文
化
政
策
」
勁
草
書
房
２
０
０
１
年
Ｐ
37




